
平成29年度事務事業評価表（平成28年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

□ □ ■ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

800 800

児童青少年課長
田中　潤

772

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 782

事業
形態

□ ■ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ ■ 対象(平成24年度）
増加を目
指す指標

758

□ ■ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

35.0%

児童青少年課長
田中　潤 35.1%

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 35.9%

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ ■ 対象(平成28年度）
増加を目
指す指標

29.8%

□ □ ■ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

―

子育て支援課長
功刀　隆

未把握

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 未把握

事業
形態

□ □ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ ■ 対象(平成28年度）
増加を目
指す指標

未把握

□ ■ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

1,500

児童青少年課長
田中　潤 1,094

補助
事業

■ 該当 ■ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 2,022

事業
形態

□ □ □ □ ■ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ ■ 対象(平成28年度）
増加を目
指す指標

1,651

廃止予定
の有無

1,333 1,333 5,920

説明：活動件数が減少したため、単位当
たりのコストが増加した。

 直営
（委託無）

家庭・地域における子育て支援

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

単位当たり
コスト

目標達成率

評価

子どもの未来と文化をはぐくむまち 施策番号・名 11 子どもが健やかに生まれ育つことへの支援 基本事業番号・名 11-04

人件費
（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）事務事業名
指標

（単位）
実績値

特定財源 一般財源

目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

効率性

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象
ファミリー・サポート・セン
ター会員

事業
内容
・

活動
手段

ファミリーサポートセンター
事業委託
・事業説明会（ファミリーサ
ポート会員の募集）
・会員に対する講習会開催等
・会員のサポート活動

サポート
会員数と
ファミ
リー会員
数と両方
会員数
(人)

6,756 1,353 10,775

995 9,581 2,6298,586

3,078

左記「事業費（実績額）」に係る財源

11-04-01

児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

30年度の方向性 現状維持

東久留米市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
児童福祉法第六条の三１４項、社会福祉法第二条３項二号
子ども・子育て支援法第五十九条十二号 2,956 9,687 1,333 1,333 7,021 1,050 10,737 3,632 97

説明：本事業は子ども・子育て支援新制
度において、子育て援助活動支援事業と
して位置づけられ、平成２７年度より第
二種社会福祉事業となった。本事業は既
に委託事業であり、業務フローに改善の
余地はない。

総合評価（課題・方向性）：平成14年
度から本事業を開始。事業は会員同士
の相互扶助によるもので、運営は社会
福祉協議会に委託。会員数や活動件数
は増加。事業の社会的ニーズを確認し
事業を進める。

サポート
活動件数
（件）

業務フローに改
善の余地がある 　

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

市内に居住する労働者等の仕
事､育児の両立及び地域の子
育て支援のための環境整備を
行い、会員相互の援助活動の
支援を行う。

小平市

61,365 80,252

60,665 80,277 102,134

説明：対象者の増加により、単位当たり
のコスト等は低くなってきている。事業
費の予算は少しずつ増加していることか
ら、事業の参加者を増やすなどによっ
て、さらに費用対効果が生じてくる。引
き続き効率のよい運営をしていく。

東村山市 清瀬市 西東京市

制度改正の
余地がある 　

9,422 1,333 1,333

ファミリー・サ
ポート・センター
事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

3,501

3,644
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

2 達成度 3

30年度の方向性 現状維持

（国）児童福祉法（都）子供家庭支援センター事業実施要綱
（市）東久留米市子ども家庭支援センター設置条例

901 26,997 3,930 20,708 2,359 50,900 77,897 86,456 －

説明：虐待対応が児童相談所から住民により
身近な地域で求められてきており、児童福祉
法に則って事業を行っている。子どもと家庭
に関する総合相談、地域組織化事業の二本柱
で、子育て家庭の孤立を防ぎ、問題解決の支
援に取り組んでいる。

総合評価（課題・方向性）：子どもと
家庭に関する総合相談及び地域組織化
事業の二本柱を中心に事業運営を行
う。虐待の通告は年々増加している。
職員体制は研修等で知識を深めるとと
もに、職員のスキルアップを重点的に
行っているが、児童福祉法改正により
人員増が必要になってきている。児童
虐待防止につながる総合相談と子育て
を支援する地域組織化事業を継続して
いく必要がある。

子ども家
庭支援セ
ンターで
取り扱っ
た児童相
談件数

業務フローに改
善の余地がある 　

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

安心して子育てができる地域
の創出

小平市

98,711

効率性

努力義務的
(法律・政令等)

終期
制度改正の
余地がある 　

18,887 2,818 13,237

子ども家庭支援セ
ンター運営事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

813

786
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

4 達成度 3

廃止予定
の有無

 直営
（委託無）

児童青少年課
子ども家庭支援セ
ンター

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

対象
子育てについて支援を必要と
する１８歳未満の児童及びそ
の保護者

事業
内容
・

活動
手段

子どもと家庭に関する総合相
談の実施。またショートステ
イ等の在宅サービスや、地域
における子育て活動の推進。
地域の関係機関と連携し、子
育てネットワークの中核機関
としての連携の構築を行う。

問題解決
件数/児童
相談件数

11-04-03

子育て支援課
施設給付係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

地域の子育て支援
事業（地域交流の
場の提供事業）

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

19,612 15,506 4,106

9541,740 115 3,595

東村山市 清瀬市 西東京市

11-04-02

2,832

30年度の方向性 現状維持

児童福祉法

3,677 3,419 1,709 1,710 120 3,539 962 －

説明：公立園では、園庭開放、身体測
定、育児相談、観劇会等に地域の保護者
も参加し行っている。私立園には同様の
活動に対し、運営費に加算し支給してい
る。現在のところ業務フローの改善余地
等はないが、今後とも効率的・効果的な
事務執行に努めていく。

総合評価（課題・方向性）：保育所の
有する子育てに関するノウハウや知
見、また場所等を活用し、地域の子育
て世帯と交流する事業を実施してい
く。また子育て世帯に向けた育児講座
や相談事業などを開催し、子育てをす
る保護者の悩みが少しでも軽くなるよ
う努めていく。

在宅の児
童数（6歳
未満の児
童数－認
可保育園
入所児
数）(人)

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　

3,480 1,740

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

小学校就学前児童及び家庭で
子育てを行っている保護者。

効率性 3 達成度 3

廃止予定
の有無

説明：前年度と比して特段事業内容の変
更はない。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

保育園が保育の必要性がある
児童の保育だけではなく、地
域の子育て家庭も支援する。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

事業
内容
・

活動
手段

異年齢交流事業（七夕祭り、
夏祭り、芋掘り、運動会、作
品展、園庭開放などへ親子が
参加し園児と交流する）を地
域の児童及び保護者の参加の
もと実施。また併せて園にお
いて子育て講座等を実施し子
育てにおける相談・助言を
行っている。

参加児童
数(人)

112 3,317 8643,205 1,602 1,603

3,769

3,841
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

30年度の方向性 現状維持

（国）児童福祉法（都）子育てひろば事業実施要綱
（市）地域子育て支援センター事業費補助要綱

243 7,491 2,497 2,497 2,497 26 7,517 30,934 －

説明：この事業については、補助金要綱
で運営されている。市は国、都の事業補
助を受けている。地域にとっては必要な
事業である。一般財源としての額は３分
の１となっている。

総合評価（課題・方向性）：利用者が
ある程度いることから、事業のニーズ
はあると考える。事業の一定の効果も
出ていることから現状を継続する。

事業開催
日数

業務フローに改
善の余地がある 　

清瀬市 西東京市

事業
内容
・

活動
手段

子育て家庭に対する育児支援
と育児不安の解消を目的とし
て下里しおん保育園で実施。
特別保育事業として「地域子
育て支援センター事業実施要
綱」の基準により実施。

利用者数
（人）

7,516

24 7,515 20,7027,491 2,996

制度改正の
余地がある 　

7,491 2,497 2,497 22,436

効率性

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象
子育てに不安を持つ保護者
＜補助金交付先＞
下里しおん保育園

1 達成度 3

廃止予定
の有無

説明：事業は下里しおん保育園が行って
いる。当該事業内容の精査を行ってい
る。利用者は年度によってばらつきはあ
るものの一定の効果はあると考える。法
人の独自性を勘案し、事業の現状を注視
していく。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

育児に対する不安を低減す
る。

小平市 東村山市

252,497

11-04-04

児童青少年課
子ども家庭支援セ
ンター

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

地域子育て支援セ
ンター事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ

2,996 1,499

対象 外部評価

横出し

335

363
財政健全経営計画

実行プラン

東久留米市



平成29年度事務事業評価表（平成28年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

家庭・地域における子育て支援

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

単位当たり
コスト

目標達成率

評価

子どもの未来と文化をはぐくむまち 施策番号・名 11 子どもが健やかに生まれ育つことへの支援 基本事業番号・名 11-04

人件費
（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）事務事業名
指標

（単位）
実績値

特定財源 一般財源

目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源

□ ■ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

280 290

子育て支援課長
功刀　隆

270.51

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 281.7

事業
形態

□ ■ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ ■ その他（　新座市  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

259.7

□ ■ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

200 200

子育て支援課長
功刀　隆

164

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 196

事業
形態

□ ■ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

144

■ □ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

95 95

図書館長
岡野　知子

96.9

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 92.9

事業
形態

□ □ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

97.0

■ □ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

150,000 140,000

児童青少年課長
田中　潤

150,377

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 136,634

事業
形態

■ □ □ ■ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 ■ ■ 対象(平成22年度）
増加を目
指す指標

130,375

上乗せ 横出し

18,538

12,207
財政健全経営計画

実行プラン

30年度の方向性

11-04-05

子育て支援課
施設給付係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

一時預かり事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

拡大

子ども・子育て支援法

21,680 44,835 13,063 13,063 5,858 12,851 2,755 47,590 2,195 93

説明：本事業は、一時預かり事業を行う
施設に業務を委託し、事業実績に基づき
年度末等に委託料を支払うものであり、
定例的な事務であるため、業務フローの
改善の余地等はない。

総合評価（課題・方向性）：就労の有
無等の保育要件に関わりなく全ての子
育て家庭が利用できる一時預かり事業
は、保護者の傷病・入院等への対応や
育児等に伴う心理的・肉体的負担軽減
等のために必要な事業である。子ど
も・子育て支援事業計画における一時
預かり事業については、施設に積極的
に働きかけを行い、量の見込みに対応
する供給量の確保を目指していくた
め、本事業については今後も拡大を
図っていく。

一時預か
り延べ利
用人数
(人)

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　

42,670 12,432 12,432 2,445

効率性

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

1歳から就学前で集団保育が
可能な児童を保育している保
護者（幼稚園型については、
原則在籍園児に限る。）

4 達成度 3

廃止予定
の有無

説明：子ども・子育て支援新制度によ
り、従前の補助事業から業務委託に変
わったが、単価に大きな変動はない。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

一時的に保育が必要な事由が
発生した際に保育サービスが
利用できる。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

事業
内容
・

活動
手段

私立保育園５園＋公設民営保
育園２園＋認定こども園１園
＋管外幼稚園１園（下里しお
ん保育園、あそか保育園、久
留米みのり保育園、Nicot東
久留米、わらべみなみ保育
園、ひばり保育園、上の原さ
くら保育園、前沢幼稚園、こ
ばとの森幼稚園）で実施

一時預か
り延べ利
用人数／1
歳～5歳の
児童数の
割合(％)

5,575 12,231 2,657 45,327

2,627 42,387 3,47239,760 10,826 10,826 6,405 11,703

対象 外部評価

6,443

1,491 6,391 6,391,0004,900 3,266 1,634

対象 外部評価

30年度の方向性

達成度 2

拡大

子ども・子育て支援法

1 5,050 1,683 1,683 1,684 1,562 6,612 6,612,000 82

説明：本事業は、病児保育事業を行う施
設業務を委託し、事業実績に基づき委託
料を支払うものであり、定例的な事務で
あるため、業務フローの改善の余地等は
ない。

総合評価（課題・方向性）：病気の回
復前または病気回復期であるが集団保
育が困難な時期に保育を行うことで、
保護者の子育てと就労の両立を支援す
るとともに、児童の健全な育成に寄与
するものである。今後は、病児・病後
児保育施設を積極的に情報提供し、子
育て家庭が必要な時に利用できるよ
う、努めていく。

病 児 ・ 病
後 児 保 育
を 実 施 し
た 施 設 数
（施設）

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　

4,935 1,645 1,645 6,443,000

効率性

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象
病中又は病気の回復期にあ
り、集団保育が困難な１歳以
上小学校３年生までの児童。

3

廃止予定
の有無

説明：子ども・子育て支援新制度によ
り、従前の補助事業から業務委託に変
わったが、単価に大きな変動はない。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

保護者の子育てを支援すると
ともに児童の健全な育成を図
る。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

事業
内容
・

活動
手段

医療法人社団健智会・さいわ
い町診療所に隣接する「こど
も静養室　めぐのへや」で実
施。保育のデイリープログラ
ムを立てて一日を快適に過ご
せるようにしている。利用に
際して診察が条件となってお
り、昼には医師の回診があ
る。

病児・病
後児保育
を利用し
た延べ児
童数(人)

横出し

1

1
財政健全経営計画

実行プラン

11-04-07

図書館
図書サービス係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

ブックスタート事
業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

892

908
財政健全経営計画

実行プラン

1,5081,645

11-04-06

子育て支援課
施設給付係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

病児・病後児保育
事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ

30年度の方向性 現状維持

子どもの読書活動の推進に関する法律、文字・活字文化振興法、東久留米市立図書館条
例、第二次東久留米市子どもの読書活動推進計画、東久留米市子ども・子育て支援事業計
画 895 647 647 64 711 794 102

説明：事業を簡略化しているため 総合評価（課題・方向性）：家庭での
読書活動の推進として1歳6か月健診時
に事業を実施しており、一定の効果を
上げている。今後は「子ども読書応援
団」の結成と併せて、より多くのボラ
ンティアの参加を促す。

配布数

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　

737 900

効率性

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

市内在住の1歳6か月児とその
保護者

廃止予定
の有無

説明：対象者が集まる健診時に事業を実
施し、事務も簡略化しているため

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

保護者が読み聞かせ等を体験
することで、乳幼児期の読書
体験の大切さを理解し、家庭
や地域での読書活動の導入と
し、子どもの健やかな成長を
促す。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

事業
内容
・

活動
手段

健康課が実施している1歳6か
月健診の際に、図書館員とボ
ランティアが絵本とお薦め絵
本のブックリストを手渡し
し、同会場で絵本の読み聞か
せや手遊びなどを実演するこ
とで読書を実際に体験する。 配布率

(％)
737 66 803

785 130 915 1,008785

対象 外部評価

4 達成度 3

30年度の方向性 その他

（国）児童館ガイドライン
（都）児童館の設置運営要綱、
（市）東久留米市立児童館条例 1,316 142,813 142,813 28,432 171,245 130,125 107

市内４児童館のうち、子どもセンターひばり・けやき児
童館・滝山児童館の３館については、既に指定管理者制
度を導入されている。中央児童館に関しても、平成２８
年度は中央児童館の運営方法の検討委員会を全５回開
催。同検討委員会報告書を作成し、中央児童館の今後の
運営方法（方針）が決定した。中央児童館も平成３１年
１月に指定管理者制度導入する予定であり、業務フロー
に改善の余地はない。

総合評価（課題・方向性）：平成２９
年度は、東久留米市立児童館の管理運
営に関するガイドラインの改定を予定
している。また、平成３０年４月開館
予定である新児童館（旧大道幼稚園跡
地建設予定である児童館）と平成３１
年１月に指定管理者制度を導入を予定
している中央児童館の２児童館につい
て、指定管理者の公募を行い、選定委
員会を開催し、指定管理者の選定を行
う予定である。
滝山児童館に関しては、平成３０年４
月開館予定である新児童館に機能移転
するため、３月末で閉館予定である。
中央児童館に関しては、平成２９年
度、大規模修繕実施工事実施設計を予
定しており、平成３０年度は大規模修
繕工事を予定している。

事業
内容
・

活動
手段

直営である中央児童館や指定管理者が
管理運営を行う子どもセンターひば
り・滝山児童館・けやき児童館におい
て、児童館の利用者が自由に遊んだ
り、各種（年代別）行事を開催してい
る。また、児童館施設利用者が安心し
て利用できるよう、施設の保守点検・
修繕・増改築を行う。

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

133,042
（参加人
数）

東村山市 清瀬市

児童館管理運営事
業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

1,317

児童館施設利用者

(年間開館
日数)

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

効率性 3 達成度 3

廃止予定
の有無

説明：平成２８年度は中央児童館の運営
方法の検討を行ったため、その業務に伴
う人件費が増大した。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

児童館の自由来館や各種（年
代別）行事の開催等を通じ
て、児童館施設利用者が安心
して児童館を利用できるよう
管理及び運営を行う。

小平市 西東京市

1,307 130,079

147,748 147,748 27,468 175,216

130,079 23,130 153,209 117,222
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

11-04-08

東久留米市



平成29年度事務事業評価表（平成28年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

家庭・地域における子育て支援

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

単位当たり
コスト

目標達成率

評価

子どもの未来と文化をはぐくむまち 施策番号・名 11 子どもが健やかに生まれ育つことへの支援 基本事業番号・名 11-04

人件費
（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）事務事業名
指標

（単位）
実績値

特定財源 一般財源

目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源

□ ■ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

児童青少年課長
田中　潤

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
内部管理
事業等

■ □ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

10,000 10,000

児童青少年課長
田中　潤

11,381

補助
事業

■ 該当 ■ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 8,592

事業
形態

□ □ □ □ ■ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ ■ 対象(平成24年度）
増加を目
指す指標

9,474

■ □ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

2,200 2,200

児童青少年課長
田中　潤

1,442

補助
事業

■ 該当 ■ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 2,035

事業
形態

□ □ □ □ ■ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

□ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

2,101

■ □ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

360 360

児童青少年課長
田中　潤

345

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 163

事業
形態

■ □ □ ■ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ □ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

114

11-04-09

児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

東久留米市青少年問題協議会

会議開催
(回)

東久留米市青少年
問題協議会運営事
業

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

補助
金

目的
・

意図

市長の諮問について、青少年
の育成に係わる市民、関係行
政庁職員、学識経験者等、協
議会の議論を取りまとめ答申
する。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

0 0

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　30年度の方向性 現状維持

地方青少年問題協議会法  東久留米市青少年問題協議会条例
東久留米市青少年問題協議会条例施行規則

1 90 90 1,092 1,182 1,182,000 －

説明：平成22年から休止していたが、再
開した。業務フローを改善するほどの事
務量ではない

総合評価（課題・方向性）：平成28年
9月26日に会議開催、青少年に関わる
状況について、意見交換等を実施し
た。
今後は、検討事項について整理を行
い、検討結果について情報発信を行っ
ていく。

事業
内容
・

活動
手段

市長の諮問にもとづき協議会
を開催し、運営する。
協議会は、青少年の健全育成
に関する調査・審議をする市
長の付属機関であり､青少年
健全育成について審議し市長
へ答申する。

行政
補完的

達成度 3

廃止予定
の有無

説明：「ニート」「ひきこもり」等、
様々な青少年に関わる問題が深刻化する
中で、現状の把握や情報の共有化を図
り、今後の検討体制を整えるため、再開
した。平成28年度は、意見交換を行っ
た。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

上乗せ 横出し

0 0

0 －
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

0 －

効率性 3

30年度の方向性 現状維持

各中学校地区青少年健全育成協議会規約
東久留米市青少年対策事業補助金交付要綱

6 2,557 2,557 1,986 4,543 757,167 114

説明：各地区の生徒数により、補助金の
金額を決定している。活動費が不足する
地区とそうでない地区があり、活動の推
移を注視する必要がある。

総合評価（課題・方向性）：各中学校
地区青少年健全育成協議会が主体と
なって青少年の健全育成に取り組んで
いる。当該取り組みを踏まえ市は補助
金を交付し支援している。補助金の規
模は現状を維持する。地域間で活動内
容に差があるため、補助金の決定方法
は工夫に努める。

事業
内容
・

活動
手段

７地区の青少年健全育成協議
会に対して、青少年健全育成
に係わる活動（社会環境の浄
化、青少年の非行防止活動
等）を支援する。

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

794,500

青少年健
全育成協
議会事業
のべ参加
者（人）

東村山市 清瀬市 西東京市

6

中学校地区青少年
健全育成協議会支
援事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度26年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

6

中学校地区青少年健全育成協
議会

地区連絡
会実施回
数（回）

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

効率性 3 達成度 4

廃止予定
の有無

説明：担当者の従事業務が増え、業務時
間の按分の結果、人件費（理論値）が下
がった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

７地区の中学校地区青少年健
全育成協議会が、青少年健全
育成に係わる活動により社会
環境の浄化、青少年の非行防
止活動等を進める。

小平市

2,552

2,662 2,662 2,105 4,767

2,552 2,689 5,241 873,500
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

11-04-11

児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象
愛のひと声運動実施委員会
愛のひと声運動単位実行委員
会

実 施 委 員
会 等 会 議
開催回数

愛のひと声運動支
援事業

政策的 (改正実施年度26年度)
給付
事業

該当

11-04-10

補助
金

目的
・

意図

愛のひと声運動実施委員会及
び愛のひと声運動単位実行委
員会が青少年に対して､日常
のあいさつ・ひと声運動から
青少年の健全育成を図る。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

6 238

上乗せ

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　30年度の方向性 現状維持

愛のひと声運動実施要領
東久留米市愛のひと声運動補助金交付要綱

6 432 432 1,309 1,741 290,167 66

説明：会議の運営や各関係機関との調整
等行い、業務の推進体制や委員会との調
整などとの工夫に努める。

総合評価（課題・方向性）：青少年の
健全育成に対して市内全域で愛のひと
声運動を推進していくための活動に対
する補助である。本事業は市民のボラ
ンティア活動であるため人員の確保が
必要。事業の周知や事業内容の精査は
工夫が必要。平成26年度に「補助金適
正化」により5万円減となった。補助
金の取り扱いや活動について適正に指
導を行いながら活動を支援していく。

事業
内容
・

活動
手段

①実施委員会会議
②単位実行委員会
③各単位実行委員会での活動
（ひと声運動の説明、地域巡
回等）

地域巡回
活動延べ
参加者数
（人）

行政
補完的

達成度 1

廃止予定
の有無

説明：平成28年度は3年に1度の愛のひと
声運動健全育成標語の募集を行い、2,737
点の応募があった。参加賞等の配付を
行ったため事業費が増加。担当者の従事
業務が増え、業務時間の按分の結果、人
件費（理論値）が下がった。
強調期間のパトロールにおいて、天候不
順等により中止された日程があったた
め、延べ参加者数が減少した。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

横出し

6 230 230

238 2,189 2,427 404,500
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

1,854 2,084 347,333

効率性 4

30年度の方向性 現状維持

4 203 8 195 260 463 115,750 96

説明：本事業については、当日の業務に
加え、実施施設との開催日時の打合せや
本事業の準備作業があり、業務フローの
改善の余地はない。

総合評価（課題・方向性）：本事業は
平成２７年度までは、小山小学校及び
本村小学校で計２回行われていたが、
平成２８年度は実施回数を増やし、各
校２回実施し、計４回行った。平成２
９年度も４回の実施予定である。事業

内容
・

活動
手段

児童館に係る空白地域におい
て、小学校の体育館等で児童
館事業を実施する。

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

120,000
(参加人
数)

東村山市 清瀬市 西東京市

2

移動児童館事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

2

小学生

(開催回
数)

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

効率性 3 達成度 3

廃止予定
の有無

説明：本事業のコストは事業実施経費及
び人件費で構成されており、平成２８年
度は実施回数を２回から４回へ増やした
ため、人件費が増大した。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

児童館の持つ機能を地域に広
め、様々な遊びを通して、子
どもの健全育成を図る。

小平市

100

100 100 140 240

100 139 239 119,500
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

11-04-12

東久留米市



平成29年度事務事業評価表（平成28年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

家庭・地域における子育て支援

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

単位当たり
コスト

目標達成率

評価

子どもの未来と文化をはぐくむまち 施策番号・名 11 子どもが健やかに生まれ育つことへの支援 基本事業番号・名 11-04

人件費
（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）事務事業名
指標

（単位）
実績値

特定財源 一般財源

目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源

■ □ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

648 540

児童青少年課長
田中　潤

236

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） ‐

事業
形態

□ □ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

□ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

‐

■ □ □ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

児童青少年課長
田中　潤

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

□ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
内部管理
事業等

‐

□ □ ■ 平成28年度
平成29年度

目標値
平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

50.0 50.0

子育て支援課長
功刀　隆

43.3

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 46.6

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

近隣市
状況

■ ■ □ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ ■ 対象(平成28年度）
増加を目
指す指標

-

11-04-13

児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

乳幼児・小学生・中高生年代

(開催回
数)

児童の居場所づく
り事業

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

補助
金

目的
・

意図

東久留米市内の既存の公共施
設等を活用した子育て支援機
能を充実させ、地域の子ども
達に健全な遊びを与え、情操
を豊かにすることが本事業の
目的である。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

‐ 0

上乗せ

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　30年度の方向性 現状維持

東久留米市児童の居場所づくり事業実施要綱

29 2,112 1,056 1,056 1,622 3,734 128,759 44

説明：平成２８年度は７月実施に向けて準備作業を行
い、計２９回実施した。また、チラシの作成及び配布を
行い、事業を周知。利用者ニーズ把握のため、利用者ア
ンケートを実施。平成２８年度に業務フローがある程度
確立されたため、改善の余地はない。

総合評価（課題・方向性）：本事業は
平成２８年７月から、市内既存の公共
施設等（４ヶ所）で計２９回実施され
ている（３０回予定していたが、１回
は中止）。平成２９年度の実施回数は
計４６回を予定している。事業

内容
・

活動
手段

・既存の公共施設等を活用し
た健全な遊びの提供
・健全な遊びを通じた安心、
安全な居場所の確保

（参加者
数)

行政
補完的

達成度 1

廃止予定
の有無

説明：本事業は委託費用及び人件費で構
成されている。平成２８年度から事業開
始に伴い委託費用が発生し、事業周知に
関する人件費も発生しているため、費用
は増大している。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

横出し

‐ 0

0 #VALUE!
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

401 401 #VALUE!

効率性 3

30年度の方向性 その他

（国）児童館ガイドライン
（都）児童館の設置運営要綱
（市）東久留米市立児童館条例 9 35,192 3,163 32,029 3,638 38,830 4,314,444 －

説明：平成２８年度は、旧大道幼稚園解
体工事が行われた。また、新児童館に関
しては、基本設計、実施設計等の打ち合
わせが行われ、７月には新児童館に関す
る説明会を実施した。業務フローに改善
の余地はない。

平成２９年度は、旧大道幼稚園跡地に
建設予定である新児童館の平成３０年
４月開館に向けて、新児童館新設工事
を行う予定である。

事業
内容
・

活動
手段

旧市立大道幼稚園跡を活用
し、平成30年4月に新児童館
の開館を行う。

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

167,000

東村山市 清瀬市 西東京市

‐

児童青少年課
児童青少年係 根拠

法令
等

効率性 1 達成度 3

廃止予定
の有無

説明：本事業は事業実施費用及び人件費
で構成されている。平成２８年度から事
業実施費用が発生し、打合せ回数も増加
しているため、費用は増大している。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

閉園となった市立幼稚園であ
る「旧大道幼稚園跡」を活用
し、次世代を担う子どもたち
の健やかな成長を支援し、乳
幼児から中高生年代が利用で
きる新児童館の設置を目指
す。

小平市

501 501

0 #VALUE!

旧市立大道幼稚園
跡を活用した新児
童館の開館事業

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)

　

0 －

給付
事業

該当

上乗せ 横出し

3

乳幼児・小学生・中高生年代

打合せ回
数

東村山市 清瀬市 西東京市

0

上乗せ

0

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　

11-04-14

補助
金

目的
・

意図

子育て中の親子や妊婦等が、
幼稚園・保育所等の施設ある
いは地域の子育て支援事業の
中から必要な支援を選択して
円滑に利用できるよう、支援
することを目的とする。

小平市

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

0

2

廃止予定
の有無

説明：本事業は平成27年度7月からの新規事業で
あるため、年度当初から事業を実施している平
成28年度については、前年度と比較し、トータ
ルコストが増額している。一方、情報提供（相
談）件数については微減であり、単位当たりコ
ストとしては、約25％程度増額している。同件
数の減については、他媒体（市HP等）での情報
提供が増加したことによると考えられる。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

1,997 4,023 13,545

業務フローに改
善の余地がある 　

11-04-15

子育て支援課
子ども政策担当 根拠

法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

子育て中の親子や妊婦等

情報提供
（相談）
件数(件)

利用者支援事業

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

30年度の方向性 現状維持

子ども・子育て支援法、東久留米市子育て支援事業等利用者支援員設置要領

278 2,690 896 896 898 2,080 4,770 17,158 87

説明：本事業に関しては、現行の業務手
順及び制度にて、不都合が起きておら
ず、業務フローの改善及び制度改正につ
いては特に検討する必要はないと考え
る。

総合評価（課題・方向性）：平成28年
度は、事業開始２年目という点を踏ま
え、より積極的に情報収集・提供を行
い、必要に応じ相談・助言等を行うと
ともに、関係機関との連絡調整等を
行ってきた。
平成29年度についても、情報収集・提
供を継続して実施し、ニーズに応じた
相談・助言等を行うとともに、関係機
関との連絡調整等を進めていく。

事業
内容
・

活動
手段

行政が地域連携の機能を果た
すことを前提に、主として保
育に関する施設や事業を円滑
に利用できるよう支援を実施
する特定型として、27年7月
から事業を開始した。子育て
支援に関する情報収集・提供
を行い、必要に応じ相談・助
言等を行った。

子育てが
しやすい
環境が
整ってい
ると感じ
ている市
民の割合
(％)

行政
補完的

達成度効率性 1横出し

297 2,026 675 675 676

制度改正の
余地がある

東久留米市


